
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画像が連続的に記録された原稿を光電的に読み取って得られた画像データを用い
て、前記画像の画像処理条件を設定する画像処理方法であって、
　画像の切り出し領域、 この画像の切り出し領域よりも前記画像の連続的な記録
方向に広い拡張画像領域の画像データである拡張画像データを用いて、対応する画像の画
像処理条件を設定し、この画像処理条件に応じて前記拡張画像データを処理した画像およ
び画像の切り出し領域を表示し、もしくはこの画像処理条件に応じて前記拡張画像データ
を処理した画像の切り出し領域部分のみを表示し、表示された画像の切り出し領域の適不
適を判定し、必要に応じて前記画像の切り出し領域の修正を行うことを特徴とする画像処
理方法。
【請求項２】
　前記拡張画像データを用いて設定した画像処理条件は、画像の局所的な領域の処理に対
応するものであり、前記 画像処理条件
は、画像全体の処理に対応するものである請求項 に記載の画像処理方法。
【請求項３】
　前記画像の局所的な領域の処理は領域マスクを用いた処理であり、前記画像全体の処理
は、濃度およびカラーバランスの少なくとも一方の処理である請求項 に記載の画像処理
方法。
【請求項４】
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　前記切り出し領域に対する前記拡張画像データの割合は、前記画像の切り出しの精度が
低い程大きくなるように画像毎に可変とする請求項１～ のいずれかに記載の画像処理方
法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、画像処理の技術分野に属し、詳しくは、主に、フィルム画像を光電的に読み取
って画像処理条件を設定する画像処理において、各コマ（画像）の切り出しが非適正な、
いわゆるコマずれを生じた際にも、最少の作業効率低下で、好適な画像検定や画像処理が
できる画像処理方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
現在、ネガフィルムやリバーサルフィルム等の写真フィルム（以下、フィルムとする）に
撮影された画像の感光材料（印画紙）への焼き付けは、フィルムの投影光によって感光材
料を露光する、いわゆる直接露光（アナログ露光）が主流である。
【０００３】
これに対し、近年、デジタル露光を利用する焼付装置、すなわちフィルムに記録された画
像を光電的に読み取って、読み取った画像をデジタル信号とした後、種々の画像処理を施
して記録用の画像データとし、この画像データに応じて変調した記録光によって感光材料
を走査露光して画像（潜像）を記録し、プリント（写真）とするデジタルフォトプリンタ
が実用化されている。
【０００４】
デジタルフォトプリンタは、基本的に、フィルムに読取光を入射して、その投影光を読み
取ることによって、フィルムに記録された画像を光電的に読み取るスキャナ（画像読取装
置）と、スキャナによって読み取られた画像データに所定の画像処理を施し、画像記録の
ための画像データすなわち露光条件とする画像処理装置と、画像処理装置から出力された
画像データに応じて、例えば光ビーム走査によって感光材料を走査露光して潜像を記録す
るプリンタ（画像記録装置）と、プリンタによって露光された感光材料に現像処理を施し
て、画像が再生されたプリントとするプロセサ（現像装置）とを有する。
【０００５】
このようなデジタルフォトプリンタによれば、画像をデジタル画像データとして画像デー
タの処理によって画像処理を行うことができるので、逆光やストロボ撮影等に起因する画
像の飛びやツブレの補正、シャープネス（鮮鋭化）処理、カラーフェリアや濃度フェリア
の補正、アンダー露光やオーバー露光の補正、周辺光量不足の補正等を好適に行って、従
来の直接露光では得られなかった高品位なプリントを得ることができる。
【０００６】
　ところで、フォトプリンタにおいては、適正なプリントを安定して出力するために、Ｃ
ＣＤセンサ等を用いてフィルムに撮影された画像を光電的に読み取り、得られた画像デー
タを基に、各コマ（画像）毎の画像処理条件（直接露光では、色フィルタの挿入量等）を
決定している。
　画像の読み取りは、例えば、エリアセンサを用いる装置では、フィルムを断続的に搬送
して、各コマを所定の読取位置に順次停止して、読取光を１コマ全面 射して１コマ毎
に画像を読み取ることにより行われる。また、ラインセンサを用いる装置では、フィルム
を連続的に搬送しつつ読取光でスリット走査してフィルムを全面的に読み取り、得られた
画像データから各コマを検出することにより、各コマの画像読取が行われる。
【０００７】
ところが、フィルムの搬送精度や、画像の状態（特にアンダー画像）等に応じて、各コマ
の画像領域（各画像の切り出し）が適正でない、いわゆるコマずれ（フレーム検出の失敗
）が生じる場合がある。また、コマずれは、画像をディスプレイ等に表示しないと確認す
ることができない。
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コマずれが生じた場合には、エリアセンサを用いる装置では、再度画像の読み取りを行い
、ラインセンサを用いる装置では、画像領域の検出を再度行い、画像処理条件を再設定す
る必要がある。そのため、コマずれが生じると、作業効率やプリントの生産効率が低下し
、また、作業シーケンスの複雑化を招く。
特に、ラインセンサを用いる装置では、より好適な画像処理を行うために、フィルムに撮
影された全コマの画像データを用いて各コマ毎の画像処理条件を設定するシステムが知ら
れているが、このシステムでは、１コマのコマずれでも全コマの画像処理条件を再設定す
る必要があり、多大な作業効率の低下を招く。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、前記従来技術の問題点を解決することにあり、フォトプリンタ等におい
て、コマずれが生じた場合でも、作業効率や生産効率の低下等を防止し、または最低限に
とどめ、適正な画像を安定して出力することができる画像処理方法を提供することにある
。
【０００９】
　前記目的を達成するために、本発明は、複数の画像が連続的に記録された原稿を光電的
に読み取って得られた画像データを用いて、前記画像の画像処理条件を設定する画像処理
方法であって、画像の切り出し領域、 この画像の切り出し領域よりも前記画像の
連続的な記録方向に広い拡張画像領域の画像データである拡張画像データを用いて、対応
する画像の画像処理条件を設定し、この画像処理条件に応じて前記拡張画像データを処理
した画像および画像の切り出し領域を表示、もしくはこの画像処理条件に応じて前記拡張
画像データを処理した画像の切り出し領域部のみを表示し、表示された画像の切り出し領
域の適不適を判定し、必要に応じて画像の切り出し領域の修正を行うことを特徴とする画
像処理方法を提供するものである。
【００１０】
　ここで、前記拡張画像データを用いて設定した画像処理条件は、画像の局所的な領域の
処理に対応するものであり、前記 画像
処理条件は、画像全体の処理に対応するものであるのが好ましい。
　また、前記画像の局所的な領域の処理は領域マスクを用いた処理であり、前記画像全体
の処理は、濃度およびカラーバランスの少なくとも一方の処理であるのが好ましい。
　さらに、前記切り出し領域に対する前記拡張画像データの割合は、前記画像の切り出し
の精度が低い程大きくなるように画像毎に可変とするのが好ましい。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の画像処理方法について、添付の図面に示される好適実施例を基に詳細に説
明する。
【００１２】
図１に、本発明の画像処理方法を利用するデジタルフォトプリンタの一例のブロック図が
示される。
図１に示されるデジタルフォトプリンタ（以下、フォトプリンタとする）１０は、基本的
に、フィルムＦに撮影された画像を光電的に読み取るスキャナ（画像読取装置）１２と、
読み取られた画像データ（画像情報）の画像処理やフォトプリンタ１０全体の操作および
制御等を行う画像処理装置１４と、画像処理装置１４から出力された画像データに応じて
変調した光ビームで感光材料（印画紙）を像様露光し、現像処理してプリント（写真）と
して出力するプリンタ１６とを有する。
また、画像処理装置１４には、様々な条件の入力や設定、処理の選択や指示、色／濃度補
正などの指示等を入力するためのキーボード１８ａおよびマウス１８ｂを有する操作系１
８と、スキャナ１２で読み取られた画像、各種の操作指示、条件の設定／登録画面等を表
示するディスプレイ２０が接続される。
【００１３】
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スキャナ１２は、フィルムＦ等に撮影された画像を１コマずつ光電的に読み取る装置で、
光源２２と、可変絞り２４と、フィルムＦに入射する読取光をフィルムＦの面方向で均一
にする拡散ボックス２８と、結像レンズユニット３２と、Ｒ（赤）、Ｇ（緑）およびＢ（
青）の各画像読取に対応するラインＣＣＤセンサを有するイメージセンサ３４と、アンプ
（増幅器）３６と、Ａ／Ｄ（アナログ／デジタル）変換器３８とを有する。
【００１４】
また、フォトプリンタ１０においては、新写真システム (Advanced Photo System）や１３
５サイズのネガ（あるいはリバーサル）フィルム等のフィルムの種類やサイズ、ストリッ
プスやスライド等のフィルムの形態等に応じて、スキャナ１２の本体に装着自在な専用の
キャリアが用意されており、キャリアを交換することにより、各種のフィルムや処理に対
応することができる。フィルムに撮影され、プリント作成に供される画像（コマ）は、こ
のキャリアによって所定の読取位置に搬送される。
【００１５】
スキャナ１２において、フィルムＦに撮影された画像を読み取る際には、光源２２から射
出され、可変絞り２４によって光量調整された読取光が、キャリア３０によって所定の読
取位置に位置されたフィルムＦに入射して、透過することにより、フィルムＦに撮影され
た画像を担持する投影光を得る。
【００１６】
キャリア３０は、図２（Ａ）に示されるように、フィルムＦを所定の読取位置に位置させ
つつ、イメージセンサ３４のラインＣＣＤセンサの延在方向（主走査方向）と直交する副
走査方向に、フィルムＦの長手方向を一致させて搬送する、読取位置を副走査方向に挟ん
で配置される搬送ローラ対３０ａおよび３０ｂと、フィルムＦの投影光を所定のスリット
状に規制する、読取位置に対応して位置する主走査方向に延在するスリット４０ａを有す
るマスク４０とを有する。
フィルムＦは、このキャリア３０によって読取位置に位置されつつ副走査方向に搬送され
つつ、読取光を入射される。これにより、結果的にフィルムＦが主走査方向に延在するス
リット４０ａによって２次元的にスリット走査され、フィルムＦが読み取られる。
【００１７】
なお、キャリア３０には、さらにフィルムＦに形成されるＤＸコード、拡張ＤＸコード、
ＦＮＳコード等を読み取るためのコードリーダ等が配置され、また、新写真システムのフ
ィルムＦ（カートリッジ）に対応するキャリア３０には、フィルムＦの磁気記録媒体に記
録された情報を読み取り、また、必要な情報を記録する磁気ヘッドが配置される。
【００１８】
前述のように、読取光は、所定の読取位置において、キャリア３０に保持されたフィルム
Ｆを透過して画像を担持する投影光となり、この投影光は、結像レンズユニット３２によ
ってイメージセンサ３４の受光面に結像される。
図２（Ｂ）に示されるように、イメージセンサ３４は、Ｒ画像を読み取るラインＣＣＤセ
ンサ３４Ｒ、Ｇ画像を読み取るラインＣＣＤセンサ３４Ｇ、およびＢ画像を読み取るライ
ンＣＣＤセンサ３４Ｂを有する、いわゆる３ラインのカラーＣＣＤセンサで、各ラインＣ
ＣＤセンサは、前述のように主走査方向に延在している。フィルムＦの投影光は、このイ
メージセンサ３４によって、Ｒ、ＧおよびＢの３原色に分解されて光電的に読み取られる
。
イメージセンサ３４の出力信号は、アンプ３６で増幅され、Ａ／Ｄ変換器３８でデジタル
信号とされて、画像処理装置１４に送られる。
【００１９】
スキャナ１２においては、フィルムＦに撮影された画像の読み取りを、低解像度で読み取
るプレスキャンと、出力画像の画像データを得るための本スキャンとの、２回の画像読取
で行う。
プレスキャンは、スキャナ１２が対象とする全てのフィルムの画像を、イメージセンサ３
４が飽和することなく読み取れるように、あらかじめ設定された、プレスキャンの読取条
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件で行われる。一方、本スキャンは、プレスキャンデータから、その画像（コマ）の最低
濃度よりも若干低い濃度でイメージセンサ３４が飽和するように、各コマ毎に設定された
本スキャンの読取条件で行われる。
従って、プレスキャンと本スキャンの出力信号は、解像度と出力レベルが異なる以外は、
基本的に同じである。
【００２０】
ここで、ラインセンサを用いてスリット走査で読み取りを行う図示例の装置においては、
プレスキャンではフィルムＦを先端から終端まで連続的に搬送して、フィルムＦの画像が
撮影された領域の全域を読み取って、得られた画像データから各コマ（画像）を切り出し
て、各コマの画像データ（プレスキャンデータ）を得、画像処理条件等が確定した後に、
フィルムＦを逆方向に搬送して各コマの本スキャンを行う。
【００２１】
本発明において、スキャナは、このようなスリット走査によるものに限定はされず、エリ
アＣＣＤセンサおよび光路に挿入自在なＲ、ＧおよびＢの色フィルタを用い、１コマ（１
画像）の全面的な画像読取を、Ｒ、ＧおよびＢに分解して順次行う、面露光を利用するも
のであってもよい。
なお、この面露光を利用する場合には、フィルムの読取領域を規定するマスクは、後述す
る拡張エリアに対応するサイズにする。
【００２２】
また、フォトプリンタ１０は、ネガやリバーサル等のフィルムに撮影された画像を光電的
に読み取るスキャナ１２以外にも、反射原稿の画像を読み取る画像読取装置、デジタルカ
メラやデジタルビデオカメラ等の撮像デバイス、コンピュータ通信等の通信手段、ＭＯ（
光磁気記録媒体）等の記録媒体などの、各種の供給源から画像データを受け取って、プリ
ントを作成することができる。
【００２３】
前述のように、スキャナ１２からの出力信号（画像データ）は、画像処理装置１４に出力
される。
図３に画像処理装置（以下、処理装置１４とする）のブロック図を示す。処理装置１４は
、データ処理部５０、Ｌｏｇ変換器５２、プレスキャンメモリ５４、本スキャンメモリ５
６、プレスキャン処理部５８、本スキャン処理部６０、および条件設定部６２を有する。
なお、図３は、主に画像処理関連の部位を示しており、処理装置１４には、これ以外にも
、処理装置１４を含むフォトプリンタ１０全体の制御や管理を行うＣＰＵ、フォトプリン
タ１０の作動等に必要な情報を記憶するメモリ等が配置される。また、操作系１８やディ
スプレイ２０は、このＣＰＵ等（ＣＰＵバス）を介して各部位に接続される。
【００２４】
スキャナ１２から出力されたＲ，ＧおよびＢの各デジタル信号は、データ処理部５０にお
いて、ＤＣオフセット補正、暗時補正、シェーディング補正等の所定のデータ処理を施さ
れた後に、Ｌｏｇ変換器５２で変換されてデジタル画像（濃度）データとされ、プレスキ
ャン（画像）データはプレスキャンメモリ５４に、本スキャン（画像）データは本スキャ
ンメモリ５６に、それぞれ記憶される。
なお、プレスキャンデータと本スキャンデータは、解像度（画素密度）と信号レベルが異
なる以外は、基本的に同じデータである。
【００２５】
プレスキャンメモリ５４に記憶された画像データはプレスキャン処理部５８において、本
スキャンメモリ５６に記憶された画像データ（本スキャンデータ）は本スキャン処理部６
０において、それぞれ処理される。
プレスキャン処理部５８は画像処理部６４およびデータ変換部６６を有する。他方、本ス
キャン処理部６０は、画像処理部６８およびデータ変換部７０を有する。
【００２６】
プレスキャン処理部５８の画像処理部６４と、本スキャン処理部６０の画像処理部６８は
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、共に、後述する条件設定部６２が設定した画像処理条件に応じて、スキャナ１２によっ
て読み取られた画像（画像データ）に所定の画像処理を施す部位である。
画像処理部６４および６８は、処理する画像データの画素密度が異なる以外は基本的に同
じ処理を行なうので、以下の説明は、本スキャン処理部６０の画像処理部６８を代表例と
して行なう。
【００２７】
画像処理部６８（６４）のＬＵＴは、ＬＵＴ（ルックアップテーブル）によって、画像の
色バランス調整、コントラスト調整（階調処理）、および明るさ調整（濃度調整）を行な
う部位である。
ＭＴＸは、マトリクス演算によって、画像の彩度調整を行なう部位である。
さらに、ブロック６４Ａおよび６８Ａは、シャープネス処理、覆い焼き処理（中間階調を
維持した画像ダイナミックレンジの圧縮）、文字や画像の合成等の、前述の各種の処理以
外の画像処理を行なう部位である。
【００２８】
画像処理部６４および６８で処理された画像データは、データ変換部６６および７０に送
られる。
プレスキャン処理部５８のデータ変換部６６は、画像処理部６４によって処理された画像
データを、３Ｄ（三次元）－ＬＵＴ等を用いて変換して、ディスプレイ２０による表示に
対応する画像データにする。本発明においては、ディスプレイ２０に表示された画像を見
て、各コマの切り出しすなわち出力画像として再現する各コマの画像領域の確認および修
正、さらに画像検定等を行う。
他方、本スキャン処理部６０のデータ変換部７０は、同様に、画像処理部６８によって処
理された画像データを３Ｄ－ＬＵＴを用いて変換し、プリンタ１６による画像記録に対応
する画像データとしてプリンタ１６に供給する。
【００２９】
プレスキャン処理部５８および本スキャン処理部６０における各種の処理条件は、条件設
定部６２によって設定される。
この条件設定部６２は、セットアップ部７６、キー補正部７８およびパラメータ統合部８
０を有する。
【００３０】
セットアップ部７６は、プレスキャンで得られた画像データを用いて、各コマを切り出し
（フレーム検出）、各コマ毎に、本スキャンの読取条件の設定、施す画像処理の選択、画
像処理部６４および６８やデータ変換部６６および７０における画像処理条件の設定等を
行い、パラメータ統合部８０に供給する。
ここで、本発明を利用する処理装置１４においては、セットアップ部７６は、以下のよう
にして、画像処理条件の設定等を行う。
【００３１】
前述のように図示例のフォトプリンタ１０では、フィルムＦを先端から終端まで連続的に
搬送して、フィルムＦの全てのコマ画像を含む画像が撮影された全ての領域を全面的に読
み取って、プレスキャンを行う。
セットアップ部７６は、まず、プレスキャンで得られた画像データ、あるいはさらに、フ
ィルムに記録された磁気情報（新写真システム）やＤＸコード等を用いて、各コマの撮影
画像領域を検出して切り出し、すなわち出力画像として再現すべき各コマ毎の撮影画像領
域を切り出し領域（以下、フレームエリアとする）として検出し、フレームエリアを設定
し、フレームエリア内の画像データを設定する。
【００３２】
本発明において、例えば、以下の手順で１コマのフレームエリア８２の検出や切り出し（
設定）を行うことができるが、本発明はこれに限定されるわけではない。
１．まず、第１の検出工程では、始めに、例えば１スリーブの写真フィルムのプレスキャ
ン画像の先頭側から画像の連続記録方向（フィルムの長手方向）にそって１コマの画像の
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先端エッジと後端エッジを求め、１コマの画像サイズ、すなわち１コマの画像のフィルム
の長手方向の長さを求める。
２．次に、第２の検出工程では、こうして得られた画像サイズが標準コマサイズ、例えば
、１３５フィルムの場合、３８ｍｍに近ければ、コマ画像として設定し、該当する先端エ
ッジと後端エッジとの間の撮影画像領域をフレームエリアとして設定する。得られた画像
サイズが標準コマサイズに合わなければ後回しにして、▲１▼と同様に、次の１コマの画
像の先後端の両エッジと画像サイズを求め、得られた画像サイズが標準コマサイズに近け
れば、フレームエリアを設定し、標準コマサイズに合わなければ後回にして、次の１コマ
の画像のフレームエリアの検出を行うことを続ける。
【００３３】
３．第３の検出工程では、このフレームエリアの検出、設定をプレスキャン画像の後端ま
で行った後、ここまで検出され、設定されている画像位置を基準に、後回しにしたコマの
画像のエッジを求め、コマ位置（フレームエリア）を決定する。すなわち、すでに検出さ
れているコマの画像のエッジから一定の範囲に画像のエッジが見つかれば、それをそのコ
マの画像エッジとしてコマ位置（フレームエリア）を決定する。
４．最後に、第４の検出工程では、上記第２の検出工程で標準コマサイズに一致する画像
が１個も発見できなかった場合は、標準コマピッチ（３８ｍｍ）に一致するエッジの組を
見つけて、そのエッジを基準にコマ位置（フレームエリア）を登録する。
こうして、上記第１、第２、第３および第４の検出工程を行うことにより、１スリーブの
フィルムの全コマの画像のコマ位置、すなわちフレームエリアを検出し、設定（決定）す
ることができる。
【００３４】
次いで、セットアップ部７６は、図４（Ａ）や図４（Ｂ）に示されるように、各コマ毎に
、検出、設定したフレームエリア８２よりも、フィルムＦの搬送方向（画像の連続方向、
すなわち複数の画像が連続して撮影されている方向）に広く拡張された撮影画像領域（以
下、拡張エリアとする）８４を設定し、この拡張エリア８４の画像データ（以下、拡張画
像データとする）を用いて、本スキャンの読取条件および画像処理条件を設定する。好ま
しくは、画像処理条件は、各コマの拡張画像データに加え、全コマの拡張画像データ（あ
るいは、フレームエリア８２の画像データ）を用いて設定する。
【００３５】
具体的には、拡張画像データから、濃度ヒストグラムの作成や、平均濃度、ハイライト（
最低濃度）、シャドー（最高濃度）等の画像特徴量の算出等を行い、加えて、必要に応じ
て行われるオペレータによる指示に応じて、本スキャンの読み取り条件を設定し、また、
前述の色バランス調整等を行なうＬＵＴや彩度調整を行うマトリクス演算式の作成等の画
像処理条件を決定する。
なお、本スキャンの読取条件は、フレームエリア８２の画像データを用いて設定してもよ
い。
【００３６】
ここで、拡張エリア８４の広さには特に限定はなく、フレームエリア８２の検出精度等に
応じて、フレームエリア８２よりも搬送方向に広い領域を、適宜設定すればよい。
【００３７】
すなわち、フレームエリア８２の検出は、必ずしも適正に行われるとは限られず、例えば
花火のシーンのようなアンダー露光（露光不足）のコマが連続する場合には、図４（Ｂ）
に示されるように、斜線で示される適正なフレームエリアを外れ、撮影された画像領域外
、甚だしい場合には隣のコマを含む領域を、フレームエリア８２として検出してしまう場
合もある。なお、前述のエリアセンサを用いるスキャナにおいては、フィルムの搬送誤差
によってマスクと撮影画像領域の位置ずれが生じ、同様の不具合が生じる。
なお、後に詳述するが、本発明を利用する処理装置１４においては、フレームエリア８２
の検出を失敗（コマずれ）した場合には、拡張エリア８４内でフレームエリア８２の修正
を行い、適正な撮影画像領域が拡張エリア８４内に有る場合には、これを適正なフレーム
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エリアと再設定する。また、拡張エリア８４内でフレームエリア８２を再設定できない場
合には、フレームエリア８２の検出もしくはスキャンを、再度行う。
【００３８】
フレームエリア８２の再検出や再スキャンは、作業効率等の低下を招くのは言うまでもな
い。従って、フレームエリア８２の検出精度が低い場合には、拡張エリア８４は広く設定
するのが好ましい。
しかしながら、本発明においては、拡張画像データを用いて画像処理条件を設定するので
、拡張エリア８４が広い程、演算に時間がかかり、かつ本来はフレームエリア８２ではな
い領域のデータも画像データとするので、すなわち画像データにノイズが入るので、画像
処理の精度が低下する。
従って、拡張エリア８４は、フレームエリア８２の検出精度、要求される画像処理効率（
生産効率）、画像処理精度（画質）等に応じて、適宜設定すればよいが、好ましくは、搬
送方向の長さに換算してフレームエリア８２の２倍以下、特に、１．６倍以下が好ましい
。
【００３９】
ここで、さらに、切り出し領域であるフレームエリア８２に対する拡張エリア８４の拡張
割合、すなわち拡張画像データの拡張割合は、画像を切り出す精度、従ってフレームエリ
ア８２の検出精度に応じて１コマの画像毎に変更できるようにするのが好ましい。特に、
拡張エリア８４（拡張画像データ）の拡張割合は、フレームエリア８２の検出精度（画像
切り出し精度）が低い程、大きくなるように１コマの画像毎に変更できるようにしておく
のが好ましい。
例えば、フレームエリア８２の検出や画像の切り出しが、上記フレームエリア検出の第１
、第２、第３および第４の検出工程の手順で行われる場合には、拡張割合を以下のように
変更することもできるが、本発明はこれに限定されるわけではない。
まず、上記第２の検出工程でフレームエリア（画像コマサイズ）が求められた場合には、
拡張画像データ領域は、フレームエリアに対して、例えば１．２倍とし、
上記第３の検出工程でフレームエリアが求められた場合には、拡張画像データ領域は、フ
レームエリアに対して、例えば１．４倍とし、
上記第４の検出工程でフレームエリアが求められた場合には、拡張画像データ領域は、フ
レームエリアに対して、例えば１．６倍とすることができる。
このようにして、フレームエリア８２の検出精度（画像の切り出し精度）に対する拡張エ
リア８４（拡張画像データ）の拡張割合を決めることができる。
【００４０】
また、拡張画像エリア８４は、機種毎等に設定された固定的なものであってもよく、ある
いは出荷時等に装置の個体差等に応じて装置毎に固定的に設定するものであってもよいが
、特に、フレームエリア８２の検出精度の経時的な変化や、要求される画質や作業効率の
変化等に応じて、適宜、調整、設定可能なものであるのが好ましい。
【００４１】
ここで、デジタル画像処理を行う、本発明にかかる処理装置１４においては、画像全体と
、指定されたあるいは予め設定されている、人物の顔や空等の局所的な領域とで、それぞ
れに異なる画像処理条件（特に、色調整および濃度調整の少なくとも一方）を設定しても
よい。これにより、人物等の主要部や特徴的な背景が好適に仕上がった、より高品位な画
像を出力がすることができる。
なお、画像全体の処理は、濃度およびカラーバランスの少なくとも一方の処理であるのが
よく、画像の局所的な領域の処理は、領域マスクを用いた処理であるのがよい。
この時、画像全体と局所的な領域とで画像処理条件を変える場合には、画像全体の画像処
理条件はフレームエリア８２の画像データを用いて設定し、局所的な領域の画像処理条件
は拡張画像データを用いて設定するのが特に好ましい。
【００４２】
通常の精度を有するフレームエリア８２の検出であれば、コマずれはそれほど頻繁に起こ
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るものではなく、また、大きなコマずれが起こるのは、さらに稀である。従って、画像処
理条件は、基本的には、ノイズを含まないフレームエリア８２の画像データを用いて設定
するのが好ましい。
また、画像処理が画像全体の濃度やカラーバランスのみを調整するものであれば、コマず
れを生じた場合でも、検出したフレームエリア８２から算出した画像処理条件で画像処理
を行っても、多くの場合は、画像が不適性となるような大幅な画質劣化とはならない。
【００４３】
しかしながら、人物等の局所的な領域で全体とは異なる画像処理条件を設定する場合に、
コマずれが発生し、さらに、フレームエリア８２外に局所的な領域が存在した際には、フ
レームエリア８２外の局所的な画像データも用いなければ、局所的な領域の画像処理条件
を適正に設定することができず、再生された画像、特に、主要部や特徴的な領域の画質が
悪くなってしまい、画像処理条件の再設定が必要になってしまう。
従って、上記構成を有することにより、局所的に画像処理条件を変える際に、コマずれが
生じた場合でも、画像処理条件の再設定を不要にして、高画質な画像を、安定して出力で
きる。
【００４４】
キー補正部７８は、キーボード１８ａ等を用いたオペレータによる、明るさ、色、階調、
彩度等の補正指示に応じて、画像の補正量を算出して、パラメータ統合部８０に供給する
ものである。
パラメータ統合部８０は、セットアップ部７６が設定した画像処理条件を受け取り、供給
された画像処理条件をプレスキャン処理部５８および本スキャン処理部６０の所定部位に
設定し、さらに、キー補正部７８で算出された補正量に応じて、この補正を行なうＬＵＴ
等を作成して所定の部位に設定し、また、各部位に設定した画像処理条件を補正する。
【００４５】
以下、スキャナ１２および処理装置１４の作用を説明することにより、本発明の画像処理
方法について、より詳細に説明する。
オペレータがフィルムＦに対応するキャリア３０をスキャナ１２に装填し、キャリア３０
の所定位置に所定長、例えば、１本、または１スリーブのフィルムＦ（カートリッジ）を
セットし、作成するプリントサイズ等の必要な指示を入力した後に、プリント作成開始を
指示する。
【００４６】
プリント作成開始の指示により、スキャナ１２の可変絞り２４の絞り値やイメージセンサ
（ラインＣＣＤセンサ）３４の蓄積時間がプレスキャンの読取条件に応じて設定され、そ
の後、キャリア３０がフィルムＦをプレスキャンに応じた速度で副走査方向に搬送して、
プレスキャンが開始され、前述のように所定の読取位置において、フィルムＦがスリット
走査されて投影光がイメージセンサ３４に結像して、フィルムＦに撮影された画像がＲ，
ＧおよびＢに分解されて光電的に読み取られる。
【００４７】
なお、本例においては、プレスキャンでは、例えば１本または１スリーブのフィルムＦを
先端から後端まで連続的に搬送して、フィルムＦの画像が撮影された領域の全域を読み取
り、その後、本スキャンでは、逆方向にフィルムＦを搬送して行うが、本発明はこれに限
定はされず、プレスキャンおよび本スキャンを、１コマずつ行っても良いし、所定の複数
コマずつ行っても良い。
【００４８】
プレスキャンによるイメージセンサ３４の出力信号は、アンプ３６で増幅されて、Ａ／Ｄ
変換器３８に送られ、デジタル信号とされ、処理装置１４に送られ、データ処理部５０で
データ処理を施され、Ｌｏｇ変換器５２でデジタル画像データとされ、プレスキャンメモ
リ５４に記憶される。
【００４９】
　プレスキャンメモリ５４にプレスキャンの画像データが記憶されると、条件設定部６２
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のセットアップ部７６が、これを読み出し、図４（Ａ）および図４（Ｂ）に示されるよう
に、順次、上述した方法および手順により、各コマのフレームエリア８２を検出し、さら
に、拡張エリア８４を設定する。
　所定長のフィルムＦのプレスキャンが終了すると、セットアップ部７６は、さらに、各
コマの拡張エリア８４の拡張画像データを用いて（あるいは、さらに全コマの画像データ
を用いて）、各コマ毎に、濃度ヒストグラムの作成、ハイライトやシャドー等の画像特徴
量の算出等を行い、本スキャンの読取条件を設定してスキャナ１２に供給し、また、階調
調整等の各種の画像処理条件を設定し、フレームエリア８２および拡張エリア８４の情報
と共に、パラメータ統合部８０に供給する。
　パラメータ統合部８０は、供給された画像処理条件を、プレスキャン処理部 および
本スキャン処理部 の所定部位（ハードウエア）に設定し、また、フレームエリア８２
および拡張エリア８４の情報を、プレスキャン処理部５８の画像処理部６４に供給する。
【００５０】
　所定コマ数の画像処理条件が設定されると、プレスキャン処理部 によって画像デー
タがプレスキャンメモリ５４から読み出され、画像処理部６４おいて、各コマの拡張画像
データが抽出され、各コマ毎に、設定された画像処理条件で画像処理され、さらに、デー
タ変換部６６で変換され、拡張検定画像（シュミレーション画像）としてディスプレイ２
０に表示される。
【００５１】
拡張検定画像は、例えば図４（Ｃ）に示されるように、フレームエリア８２の領域のみを
表示してもよく、あるいは、図４（Ｄ）に示されるように、拡張エリア８４全体を表示し
て、フレームエリア８２を実線や点線等で表示してもよい。なお、両図に示す例は、フレ
ームエリアは図４（Ｂ）に対応している。
また、拡張検定画像の表示は、１コマずつでもよく、あるいは、６コマ等の所定コマ数ず
つでもよく、２４コマ等の１本のフィルムＦの全画像でもよい。
【００５２】
　オペレータは、ディスプレイ２０に表示された画像を見て、１コマずつ順次、フレーム
エリア８２が適正であるか、すなわちコマずれ（フレーム検出失敗）の確認を行い、図４
（Ｂ）～図４（Ｄ）に示されるように、コマずれが生じている場合には、キーボード１８

マウス１８ｂを用いて、フレームエリアを移動して調整し、図４（Ｅ）に示されるよ
うに、対応するコマの画像領域に応じて、適正なフレームエリアを設定する。
　各コマの適正なフレームエリアの情報は、パラメータ統合部８０を通じて、本スキャン
処理部６０の画像処理部６８に送られる。
【００５３】
なお、拡張エリア８４内に適正なフレームエリアを設定できない場合には、そのコマのフ
レームエリアの検出もしくはプレスキャンを、あるいは全コマの画像データを用いて画像
処理条件を設定する場合には、必要に応じて全コマのフレームエリアの検出もしくはプレ
スキャンを、再度行う。
【００５４】
　さらに、必要に応じて、画像すなわち処理結果の確認（検定）を行い、画像の補正が必
要な場合には、キーボード１８ａに設定された調整キー等を用いて色、濃度、階調等を補
正する。
　この調整の入力は、キー補正部７８に送られ、キー補正部７８は補正入力に応じた補正
量を算出し、これをパラメータ統合部 に送る。パラメータ統合部７６は、この補正量
に応じて、これを実行するための補正条件を設定し、また、先に設定した画像処理条件の
補正等を行う。従って、この補正すなわちオペレータによる調整入力に応じて、ディスプ
レイ２０に表示される画像も変化する。
【００５５】
コマずれの確認やフレームエリアの調整、および検定は、１コマずつ順次行ってもよく、
あるいは、所定コマ数のコマずれの確認等を行った後、所定コマ数の検定を行うようにし
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てもよい。
【００５６】
オペレータは、所定コマ数のコマずれの確認あるいはさらに調整、および検定を終了する
と、対応するコマのプリント出力をキーボード１８ａ等を用いて指示する。これにより、
フレームエリアおよび画像処理条件が確定し、本スキャンが開始される。
【００５７】
本スキャンは、本スキャンに対応する速度でプレスキャンと逆方向にフィルムＦを搬送し
て行われ、対応するコマの読取条件に応じて、スキャナ１２の可変絞り２４の絞り値やイ
メージセンサ３４の蓄積時間等が設定され、それ以外はプレスキャンと同様に、フィルム
Ｆの投影光がイメージセンサ３４に結像して、画像データがスキャナ１２から出力され、
データ処理部５０およびｌｏｇ変換器５２で処理された画像データが本スキャンメモリ５
６に記憶される。
所定量の画像データが本スキャンメモリ５６に記憶されると、本スキャン処理部６０によ
って読み出され、画像処理部６８において、各コマ毎に確定したフレームエリアの画像デ
ータが検出され、ＬＵＴ、ＭＴＸ、ブロック６８Ａ等で確定した各コマの画像処理条件で
処理され、次いで、データ変換部７０に送られ、次いで、画像データ変換部７０において
プリンタ１６による画像記録に応じた画像データに変換され、出力画像としてプリンタ１
６に送られる。
【００５８】
以上の説明より明らかなように、本発明によれば、拡張エリアを設定し、これを用いて画
像処理条件を設定するので、コマずれが生じても、所定の範囲内であれば、フレームエリ
アの検出（エリアＣＣＤを用いる際には再スキャン）、画像処理条件の設定、検定画像の
画像処理のやり直しを行う必要がなく、作業効率の低下をほとんど防止し、あるいは最低
限に止めることができる。特に、全コマの画像データを用いて各コマの画像処理条件を設
定する場合には、従来では１コマでもコマずれが生じると、全コマのフレームエリアの検
出もしくは読み取りを再度行う必要があるので、その効果は極めて大きい。
また、従来の装置では、集合写真等で通常の切り出しでは端の人物がフレームエリア内に
入らない場合にも、フレームエリアの再検出や画像処理条件設定のやり直しが必要となる
が、本発明によれば、これも不要にできる。
【００５９】
プリンタ１６は、感光材料（印画紙）を画像データに応じて露光して潜像を記録し、感光
材料に応じた現像処理を施して（仕上り）プリントとして出力するものである。例えば、
感光材料をプリントに応じた所定長に切断した後に、バックプリントの記録、感光材料（
印画紙）の分光感度特性に応じた、赤（Ｒ）露光、緑（Ｇ）露光および青（Ｂ）露光Ｇの
３種の光ビームを画像データ（記録画像）に応じて変調すると共に、主走査方向に偏向し
、主走査方向と直交する副走査方向に感光材料を搬送することによる潜像の記録等を行い
、潜像を記録した感光材料に、発色現像、漂白定着、水洗等の所定の湿式現像処理を行い
、乾燥してプリントとした後に、仕分けして集積する。
【００６０】
以上、本発明の画像処理方法について詳細に説明したが、本発明は上記実施例に限定はさ
れず、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、各種の改良および変更を行ってもよいの
はもちろんである。
例えば、上記実施例では、プレスキャンを行って画像処理条件やフレームエリアの検出や
設定等を行ったが、本発明は、これに限定されず、本スキャンのみを行って、得られた画
像データを間引いて、画像処理条件やフレームエリアの検出や設定等を行ってもよい。ま
た、本発明は、デジタルフォトプリンタではなく、従来の直接露光によるアナログフォト
プリンタにも利用可能である。
【００６１】
【発明の効果】
以上、詳細に説明したように、本発明によれば、フォトプリンタ等において、コマずれが
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生じた場合でも、作業効率や生産効率の低下等をほとんど防止し、あるいは最低限に止め
て、適正な画像を安定して出力することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の画像処理方法を利用するデジタルフォトプリンタの一実施例のブロッ
ク図である。
【図２】　（Ａ）は、図１に示されるデジタルフォトプリンタのキャリアの一実施例を概
念的に示す斜視図であり、（Ｂ）は、図１に示されるデジタルフォトプリンタのイメージ
センサの一実施例を概念的に示す正面図である。
【図３】　図１に示されるデジタルフォトプリンタの画像処理装置の一実施例のブロック
図である。
【図４】　（Ａ），（Ｂ），（Ｃ），（Ｄ）および（Ｅ）は、本発明の画像処理方法を説
明するための説明図である。
【符号の説明】
　１０　（デジタル）フォトプリンタ
　１２　スキャナ
　１４　（画像）処理装置
　１６　プリンタ
　１８　操作系
　２０　ディスプレイ
　２２　光源
　２４　可変絞り
　２８　拡散ボックス
　３２　結像レンズユニット
　３４　イメージセンサ
　３６　アンプ
　３８　Ａ／Ｄ変換器
　４０　マス
　 ０　データ処理部
　５２　Ｌｏｇ変換器
　５４　プレスキャンメモリ
　５６　本スキャンメモリ
　５８　プレスキャン処理部
　６０　本スキャン処理部
　６２　条件設定部
　６４，６８　画像処理部
　６６，７０　データ変換部
　７６　セットアップ部
　７８　キー補正部
　８０　パラメータ統合部
　８２　フレームエリア
　８４　拡張エリア
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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